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【模擬裁判の事例の概要】 
 
本件特許権は、収容された⾷材を電⼦レンジで加熱可能な保存容器に⽤いられる蓋体に関

し、発明の名称を「蓋体」とする特許発明に係る特許権です。 
次の図は、従来技術の蓋体の斜視図及び平⾯図と、本件発明の実施形態の蓋体の斜視図及び

平⾯図となります。本件発明のポイントは、貫通孔から排出された⽔分がフラップ部に当たっ
て⾶び散ってしまうという従来技術の課題を解決するため、貫通孔をフラップ部の基端部より
も内側ではなく外側に形成したことにあります。 
  

本件発明の実施形態の蓋体 
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本件訴訟の概要です。 
原告は、「ポニー」という社名の法⼈であり、本件特許権を有しています。 
被告である Donkey 社は、収容された⾷材を電⼦レンジで加熱可能な保存容器に⽤いられる

蓋体を製造、販売しています。 
Pony 社は、Donkey 社が被告製品を製造、販売することは、Pony 社の特許権を侵害するも

のであると主張し、Donkey 社に対して、被告製品の製造及び販売の差⽌め、損害賠償を求め
る訴えを提起しました。 
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次の図が被告製品です。左が被告製品の斜視図、右が平⾯図です。 
貫通孔が⼩さいことが特徴になっています。 

 
次 の 図 が 無 効 論 に お け る 主 引 ⽤ 発 明 の ⽶ 国 特 許 出 願 公 開 明 細 書 に 記 載 の 蓋 体 で

す 。 左 が 斜 視 図 、 右 が 平 ⾯ 図 で す 。  
貫 通 孔 と フ ラ ッ プ 部 の 基 端 部 と の 位 置 関 係 に つ い て は 本 件 特 許 と よ く 似 て い ま

す が 、 ⾷ 材 を 真 空 状 態 で 保 存 す る た め の 保 存 容 器 に ⽤ い ら れ る も の で あ る 点 と 、
貫 通 孔 の 開 閉 ⽅ 法 が 異 な り ま す 。  
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